
 

 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月18日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第78号 

   会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 会計年度任用職員の給与等に関する条例（平成31年岩手県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （会計年度任用職員の勤勉手当）  （会計年度任用職員の勤勉手当） 

第22条の２ ［略］ 第22条の２ ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定め

る基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の

額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じ

て得た額の総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定め

る基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の

額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の110を乗じ

て得た額の総額を超えてはならない。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第２条 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１  （会計年度任用職員の勤勉手当）  （会計年度任用職員の勤勉手当） 

 第22条の２ ［略］ 第22条の２ ［略］ 

 ２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において

、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉

手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の

110を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において

、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉

手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の

105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

 ３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

２ 第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかか 第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかか



 

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

  (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

  (３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した会計年度任用職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上

の刑に処せられたもの 

 (３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した会計年度任用職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以

上の刑に処せられたもの 

  (４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 (４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 第22条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計

年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがで

きる。 

第22条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計

年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがで

きる。 

  (１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯

罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（

昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。

第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 (１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯

罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く

。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

  (２) ［略］  (２) ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当する

に至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当する

に至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 



 

  (１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為

に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

 (１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為

に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

  (２)・(３) ［略］  (２)・(３) ［略］ 

 ４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条中表１の項の改正部分は令和７年４月１日から、同条中表２の項の改正部分及び附則第４項の規定は

同年６月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年12月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は

、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （期末手当の支給を一時差し止める処分に係る経過措置） 

４ 第２条中表２の項の改正部分の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、同条（同項の改正部分に限る

。）の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例第22条第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

  

 


		2024-12-12T20:03:39+0900
	Iwate prefecture




